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「看護師国家試験における用語に関する有識者検討チーム」とりまとめ（平成 22 年 8 月） 概要 

４．医学・看護専門用語への対応 

１）対応方針 

○ 専門用語は学問の体系を反映するものであり、一つ一つに厳密な定義がある。医学・看護専門用語

についても、用語として定着させるまでの学問的、体系的な積み上げと長い歴史とがある。これを

平易な日常語で表現すると、学問の体系が崩れたり、意味が丌正確になったりすることがあり、現

場に混乱を来す。したがって、医学・看護専門用語の置き換えは行わない。しかし、看護師候補者

の負担を軽減するための対応策として、以下の方針に沿って対応する。 

 

【対応策１１】疾病名への英語の併記 

 医学・看護専門用語のうち、医療現場において診療録では疾病名が英語で記載されることが多

い。チームで医療を行う上で看護師も英語で記載された診療録の疾病名を理解することは重要

であり、看護師国家試験の試験問題において疾病名に英語を併記することは適当である。 

     例）糖尿病  →  糖尿病 
                diabetes mellitus 
             白内障  →  白内障 
                  cataract 
 
【対応策１２】国際的に認定されている略語等の英語の併記 

 国際的に認定されている略語等があるものは、その用語に続けて併記する。 

     例）日常生活動作  →  日常生活動作（ADL） 
 
【対応策１３】外国人名への原語の併記 

例）エリクソン → エリクソン，E．H． 
                                     Erikson,E.H. 

 
【対応策 14】専門用語の置き換え等は文脈によって判断する 

 

２）留意点 

○ ただし、薬剤名は医療・看護現場で英語が用いられることは少なく、日本薬局方での用語と英語表記

が必ずしも一致しないこと、症状等を表す用語は日本語で理解できないと容態の異常の発見が遅れる

可能性があることなど、医療安全上の観点から、これらの用語への英語併記は行わない。 

○ 処置（手術を含む）、検査、検査値、身体部位に関する用語等については、英語や国際的に認定され

た略語を併記すべきか否かの明確な基準を一律に示すことは困難であり、試験委員会において医学・
看護学等の専門家による個別の判断が必要である。 

２．経済連携協定による外国人看護師候補者の日本語習得等の状況と課題 

○ 看護師国家試験問題に解答するためには、看護師として現場で働く際に求められる日本語の読み書

き能力より高度な日本語の読解能力が必要とされている。 

○ 一方、医療現場では患者・家族及び医療関係者とのコミュニケーションを適切に行うことや、医学・

看護専門用語を正確に理解し、薬剤等を確実に照合することが丌可欠である。医療安全の観点から

も、相応の日本語の読み書き能力が必要である。看護師国家試験においてはこのような能力を有し

ているか否かについても問うことができるよう問題を作成する必要がある。 

 

５．おわりに 

○ 看護師は、医療関係者と患者・家族とで構成されるチーム医療の一員として、高い専門性を有する

ことが求められる。そのような能力を適正に評価し得る看護師国家試験の課題について、医療安全

の確保に十分に留意しつつ、現時点で可能な検討を行った。 

○ このとりまとめは、対応策の基本的な考え方と少数の事例を示したものに過ぎず、試験委員会にお

いて、これを目安として個々の問題文や用語に即した個別の専門的な判断が行われることが期待さ

れる。 

 

１．はじめに 

○ 経済連携協定（ＥＰＡ）による看護師候補者への対応に関連して、看護師国家試験における用語を

見直すべきではないかと指摘されているところである。一方、看護師国家試験は、看護師として必

要な知識及び技能を問うものであり、医療安全の確保のためには国家試験の質保証が求められる。

これらを背景に、現場に混乱を来さないことに留意して、一般的な用語等の置き換え及び医学・看

護専門用語についての対応策等について検討を行った。 

 

３．平易な用語に置き換えても医療･看護現場及び看護教育現場に混乱を来さないと考えられ

る用語への対応 
○ 看護師国家試験で用いられている一般的な用語（医学・看護専門用語以外の用語）について、医療・

看護現場、教育現場に混乱を来さないこと及び医療安全の確保に十分に留意しつつ、以下の方針で見

直しを行う。 
 
【対応策１】難解な用語の平易な用語への置き換え 

 医療・看護現場における慣用的な表現は、平易な用語を使って置き換える。 

例）体重増加をきたしやすい → 体重が増加しやすい 

 ただし、医療現場で慣用的な表現として広く定着しているものは置き換えない。 

例）膀胱留置カテーテルを挿入する 
  

【対応策２】難解な漢字への対応 

 平易な用語に置き換えられない常用漢字以外の用語にはふりがなを振ることを検討する。 

例）脆弱 → 脆 弱
ぜいじゃく

 
 

【対応策３】曖昧な表現の明確な表現への置き換え 

    例）食事はｲﾝｽﾀﾝﾄ食品ばかりである → 食事はｲﾝｽﾀﾝﾄ食品ばかりを食べている 
 
【対応策４】固い表現の柔らかい表現への置き換え  

    例）入院となった → 入院した 
 
【対応策５】複合語の分解 

 長い複合語で分解しても問題ないものは、間に「てにをは」を入れる。 

例）便秘予防 → 便秘の予防 
 
【対応策６】主語・述語・目的語の明示 

 日本語として丌自然でない範囲で主語、述語、目的語などを明示する。 

例）80 歳の女性。自宅で長男と 2 人暮らし。明け方にトイレに行こうとして廊下でつまずき

転倒し、左大腿骨頸部骨折と診断され固定術を受けた。  
               ↓                               

A さん（80 歳、女性）は､自宅で長男と２人で暮らしている。Ａさんは、明け方にトイレに

行こうとして廊下でつまずいて転倒し、左大腿骨頸部骨折と診断され固定術を受けた。 
 
【対応策７】句読点の付け方等の工夫 

 
【対応策８】否定表現はできる限り肯定表現に転換 

 
【対応策９】意味が分かりやすくなるよう文構造を変換 

    例）眼瞼と下腿の浮腫に母親が気付き来院した。 
             ↓ 
      母親が A ちゃんの眼瞼と下腿の浮腫に気付き、来院した。 
 
【対応策１０】家族関係の明示 

 問題文の登場人物の続柄が複雑な場合は、家族関係を図示するなど工夫する。 

 


